
東神楽町⻑　　様

施設所在地

施設名

施設⻑名 印

電話番号

第１期︓４⽉〜６⽉ ・ 第２期︓７⽉〜９⽉ ・ 第３期︓１０⽉〜１２⽉ ・ 第４期︓１⽉〜３⽉
※請求期限が定められていますので、各施設⻑様には本書を速やかに発⾏願います。

≪ 内 訳 ≫
保育料︓　　　　　　円
昼⾷代︓　　　　　　円

≪ 内 訳 ≫
保育料︓　　　　　　円
昼⾷代︓　　　　　　円

≪ 内 訳 ≫
保育料︓　　　　　　円
昼⾷代︓　　　　　　円

※１か⽉の保育料には、⼊園料及び臨時的費⽤等にかかる経費は含まないものとする。
※保育料に昼⾷代が含まれている場合は内訳欄の記載不要。
※各期の期間は次のとおり。

住 あ あ あ 所 東神楽町

⽀払済みの保育料および昼⾷代 （ 第　　期分 ）

４⽉分︓　　　　　　円 ４⽉分︓　　　　　　円 ４⽉分︓　　　　　　円

保育料等⽀払証明書

令和　　年　　⽉　　　⽇

次のとおり、当該児童の保育料等について納⼊済みであることを証明します。

児 童 氏 名

保 護 者 氏 名


